
バイオ後続品に係る情報提供の評価

在宅自己注射指導管理料
（新） バイオ後続品導入初期加算 150点（月１回）

［算定要件］
バイオ後続品に係る説明を行い、バイオ後続品を処方した場合には、
バイオ後続品導入初期加算として、当該バイオ後続品の初回の処方日
の属する月から起算して３月を限度として、150点を所定点数に加算す
る。

[在宅自己注射指導管理料の対象となる注射薬のうち、
バイオ後続品が薬価収載されているもの]

インスリン製剤、ヒト成長ホルモン剤、
エタネルセプト製剤、テリパラチド製剤

令和２年度診療報酬改定 Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進 －③
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（参考）インスリングラルギンの

バイオ後続品の使用割合の推移

医科入院 医科入院外 調剤

 在宅自己注射指導管理料について、バイオ後続品に関する情報を患者に提供した上で、当該
患者の同意を得て、バイオ後続品を導入した場合の評価を新設する。

（％）
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後発医薬品の使用促進

【改革工程表2019における記載】

54後発医薬品の使用促進
後発医薬品の使用を推進する観点から、2020年度診療報酬改定において後発医薬品使用体制加算

や後発医薬品調剤体制加算に係る基準の見直しなど所要の見直しを実施。
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薬局における後発医薬品の使用促進

令和２年度診療報酬改定 Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進 －①

 後発医薬品調剤体制加算について、調剤数量割合の高い加算に重点を置いた評価とする。

 後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局（現行基準では後発医薬品の調剤数量割合が20％以下）に対

する調剤基本料の減算規定（２点減算）について、当該割合の基準を拡大する。

後発医薬品調剤体制加算

現行

後発医薬品調剤体制加算１（75％以上） １８点

後発医薬品調剤体制加算２（80％以上） ２２点

後発医薬品調剤体制加算３（85％以上） ２６点

改定後

後発医薬品調剤体制加算１（75％以上） １５点

後発医薬品調剤体制加算２（80％以上） ２２点

後発医薬品調剤体制加算３（85％以上） ２８点

現行

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある

先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数
量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が２
割以下であること。ただし、当該保険薬局における処
方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

改定後

(1) 当該保険薬局において調剤した後発医薬品のある

先発医薬品及び後発医薬品を合算した規格単位数
量に占める後発医薬品の規格単位数量の割合が４
割以下であること。ただし、当該保険薬局における処
方箋受付状況を踏まえ、やむを得ないものは除く。

[経過措置]
後発医薬品の調剤数量割合が著しく低い薬局に対する調剤基本料の減算

規定については、令和２年９月30日までの間は現在の規定を適用する。

34



医療機関における後発医薬品の使用促進

令和２年度診療報酬改定 Ⅳ－１ 後発医薬品やバイオ後続品の使用促進 －②

 一般名での処方を推進するために、一般名処方加算の評価を見直す。

現行

後発医薬品使用体制加算１（８５％以上） ４５点

後発医薬品使用体制加算２（８０％以上） ４０点

後発医薬品使用体制加算３（７０％以上） ３５点

後発医薬品使用体制加算４（６０％以上） ２２点

改定後

後発医薬品使用体制加算１（８５％以上） ４７点

後発医薬品使用体制加算２（８０％以上） ４２点

後発医薬品使用体制加算３（７０％以上） ３７点

（削除）

 後発医薬品使用体制加算について、加算４を廃止するとともに、使用数量割合の高い医療機関に対する評
価を充実させる。

一般名処方加算

後発医薬品使用体制加算

現行

一般名処方加算１ ６点

一般名処方加算２ ４点

改定後

一般名処方加算１ ７点

一般名処方加算２ ５点
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2.法定外繰入の解消について

【改革工程表2019における記載】

33地域の実情を踏まえた取組の推進
ⅱ国保財政の健全化に向け、受益と負担の見える化の推進（法定外繰入の解消等）
・ 法定外繰入等の解消期限や公費の活用等解消に向けた実効的・具体的な手段が盛り込まれた計
画の策定・実行を推進する。

・ 国保都道府県単位化後の法定外繰入等の状況を踏まえつつ、法定外繰入等を解消する観点から、
法定外繰入等が生じる要因の分析を市町村単位で行い法定外繰入等の額と併せて公表するととも
に、地方団体等と協議し、その結果に基づき、より実効性のある更なる措置。
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（億円）

一般会計からの決算補填等目的の法定外繰入（推移）

3,534億円 3,544億円 3,468億円

3,039億円

2,526億円

1,751億円

1,258億円

0
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(H24年度)
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(H25年度)
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(H26年度)

2015年度

(H27年度)

2016年度

(H28年度)

2017年度

(H29年度)

2018年度

(H30年度)

760
市町村 677

市町村

公費拡充①：1,700億円（H27年度～）

○ 国保制度改革（2015成立、2018施行）を見据え、
各自治体において、収納率向上や医療費適正化に加え、
保険料引上げ等の広範な取組を実施

⇒ 公費拡充とともに、各自治体の取組により、法定外
繰入は３分の１に減少 （2014～2018年度で2,210億円減）

○ 国保財政の基盤を強化するため、保険者努力
支援制度等に公費を投入
※交付された市町村のうち赤字団体は３割1,112

市町村
1,096
市町村

1,068
市町村

３分の１
に減少

【2018国保制度改革を捉えた取組の加速】
○ 全都道府県と個別にヒアリングを実施（2019年度）
○ 2020年度保険者努力支援制度において、都道府県指標に加え、市町村指標を新設
○ 自治体に対し、赤字削減の目標年次や具体的な取組を定めた赤字解消計画の策定を要請
⇒ 計画策定対象市町村の計画を都道府県が取りまとめ・公表（2019年度末まで）

【更なる取組の加速】（改革工程表2019）
○ 市町村単位で法定外繰入等が生じる要因の更なる分析、金額と併せた公表（2020年度）
○ 解消期限や実効的・具体的な手段を明記した市町村計画の目標100％の設定（2020年度）
○ 法定外繰入等を行っている市町村数の目標：2023年度までに200市町村の設定

⇒ 保険者努力支援制度の活用や、自治体の状況・特性に応じた助言・指導の実施

○ 低所得者対策を強化するため公費を投入
※ 赤字解消目的ではなく、交付された市町村の

うち赤字団体は65％

公費拡充②：1,700億円
（H30年度～）

同水準で推移

354
市町村

505
市町村 ※速報値

（出典）厚生労働省保険局国民健康保険課調べ 37



国保における法定外繰入等の解消

【骨太方針等を踏まえた取組の現状について】

○ 市町村国保は、被用者保険の加入者等を除く75歳未満の全ての者を被保険者とする公的医療保険制度であり、①被
用者保険に比べ高医療費で低所得者の被保険者が多い、②保険料の事業主負担分に見合う財源を持たない、といっ
た構造的な課題を抱えている。

○ このため、保険給付費に対し５割の公費負担を行いつつ、低所得者の保険料軽減等を講じてきたが、一部の市町村
においては、なお必要な保険料の引上げが難しく、その判断により、法定外繰入等が行われてきた。

○ 厚生労働省は、国保の安定的な財政運営の観点から、従来より、赤字の計画的・段階的な解消を進めており、国保改
革後も、自治体には、赤字解消計画の策定等を通じて、収納率向上対策や医療費適正化等のほか、保険料率を適切
な水準（標準保険料率として都道府県が参考値を算定・公表）に近づけていくことを促している。 （決算補填等目的の法
定外繰入は、H26年度：3,468億円⇒2018年度：1,258億円（速報値）と３分の１に減少）

○ さらに、骨太方針等に基づき、法定外繰入等の早期解消を図るべく、 2020年度の保険者努力支援制度において、マ
イナス点の設定、配点割合の引上げや市町村指標の新設、計画の厳格な評価や公表状況の評価など、抜本的な強化
を図った。１人当たり繰入額の大きな自治体では、段階的・計画的な取組が不可欠であり、具体的な取組を策定した計
画の公表等（見える化）が、この問題の改善に向けた最大の方策である。

○ 2019年度においては、全都道府県と個別ヒアリングを継続するほか、特に１人当たり繰入額が大きい都道府県につい
ては、再度個別ヒアリングを実施し、具体的な数値（所得の状況、医療費指数、標準保険料率との乖離、収納率等）を
基に要因を分析しつつ、助言・指導を行ったところ。

○ 都道府県において、計画策定対象市町村の計画を取りまとめ及び公表。

【更なる取組】

（2020年度）

○ 全ての計画策定対象市町村において、赤字の「解消年度」と実効的・具体的な手段を設定し、計画に記載。

○ 市町村ごとに、法定外繰入等が生じる要因（医療費水準、標準保険料率との乖離、収納率等）のさらなる分析、金額と
併せた公表。 38



【速報値】一人当たりの一般会計からの決算補填等目的の法定外繰入（平成30年度）
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５千円超都県をみると…

■ 所得水準が高い
■ 所得水準が低い

⇒次々頁分析へ

（円）

繰入なし

（出典）厚生労働省保険局国民健康保険課調べ
※平成30年度の被保険者数(年度平均）は未判明のため、平成30年6月1日時点の数値を使用
※法定外繰入は精査前の暫定値（2020年１月末時点）

○ 市町村数でみると、８割の自治体は繰入を行っていない。繰入金額合計でみると、東京都、神奈川県、埼玉県の市区町村の合計が全体の７割を占めて
いる。⇒総額の減少のためにはこれらの都県での取組が不可欠。

○ 東京都、沖縄県、鹿児島県、神奈川県、香川県、茨城県、埼玉県では、１人当たり繰入金が５千円を超える。
※ これらの都県において、繰入を解消するためには、大幅な保険料の引上げが必要であり、被保険者の理解を得ながら、段
階的・計画的な改善を図ることが肝要

【参考】 法定外繰入総額に占める、都道府県別割合

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

東京都
（45.6%）

神奈川県
（13.8%）

埼玉県
（8.9%）

その他
（31.7%）

1000円未満1000円～5000円

5000円超
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【参考】 2020年度以降の更なる繰入解消に向けた取組

１．２０２０年度以降の国の取組

２．１人当たり繰入額が大きい都道府県の分析

＜共通する特徴＞
・ 若年層が多く医療費水準が低い
・ 人口が多く保険料収納率が低い

＜①型の場合の方策＞
・ 保険料収納率の向上
・ 負担能力に見合った負担とすることへの理解の
促進と保険料設定の適正化

※個別ヒアリングを基に分析 ⇒ 抽出されたポイントを助言指導に活用し、好事例は横展開

②－１ 鹿児島県

＜特徴＞
・ 医療費水準が高い
・ 保険料収納率が高い

＜②－１型の場合の方策＞
・ 医療費適正化の更なる推進
・ 保険料設定の適正化

○ 2020年度の保険者努力支援制度において、法定外繰入の解消等について、抜本的に強化

・ 指標の新設（市町村指標）や配点割合の引上げ（都道府県指標）
・ 市町村指標では具体的な計画策定を厳格に評価するとともに、都道府県指標では計画の公表状況について評価
・ 新たにマイナス点を設定しメリハリを強化

○ 全都道府県とのヒアリングを継続するほか、特に１人当たり繰入額が大きい都道府県については、再度個別ヒアリングを実施し、具体的
な数値（所得の状況、医療費指数、標準保険料率との乖離、収納率等）を基に要因を分析しつつ、助言・指導。

⇒ 大幅な保険料引上げが必要となる自治体を中心に、赤字解消計画は定めたものの解消年度を設定することができていない自治体
（半数）が存在しているが、計画に解消年度を明記する自治体100％を目指し（改革工程表において指標化）、「見える化」を更に強化

（参考）市町村国保と協会けんぽの比較

市町村国保 協会けんぽ

加入者平均年齢 ５２．９歳 ３７．５歳

加入者１人当たりの医療費 ３６．２万円 １７．８万円

加入者１人当たり平均所得 ８６万円 １５１万円

これらの分析を踏まえると、国として、自治体の取組を促すために改めて強いメッセージを打ち出しながら、法定外繰入や取組状況の
徹底した見える化を行うことがこの問題の改善に向けた最大の方策であり、現在、そうした方針に基づいた取組を実施

②－２ 沖縄県

＜特徴＞
・ 若年層が多く医療費水準が低い
・ 保険料収納率が高い

＜②－２型の場合の方策＞
・ 保険料設定の適正化
※ ただし、所得水準が低い中で引上げ幅が大
きく、関係者との調整を丁寧に行い、段階的に
実施することが肝要。

※ 県主導で令和５年度を目標に「保険料水準
の統一」に向けて議論・検討。

○ 市町村国保は、被用者保険に比べ、年齢構成が高く医療費が高い、所得水準
が低く保険料負担率が重いといった深刻な課題が存在。

⇒ しかし、その中でも、これまで保険者として、収納率向上や医療費適正化等の
取組とともに、保険料の引上げを実施し、財政の安定化を図ってきている。

⇒ この取組を今後とも着実に継続。

①所得水準が高い自治体（東京都・神奈川県・埼玉県） ②所得水準が低い自治体（鹿児島県・沖縄県）
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